
『今期は利益が出ているので、損失を出して節税したい』などの
場合もご利用できます。

件名を『債権買取の件』として、❶債権の内容、❷債権の件数、❸債権総額 を記載の上、上記アドレスまでメールでご連絡ください。
債権回収会社よりご連絡を差し上げます。

 ＜お問い合わせ先＞ 株式会社ColorsJapan info@colorsjapan.co.jp

※建築・リフォームの回収不能代金だけでなく、物販の債権、家賃の滞納、会費などもOK。
※もう5年以上も前の債権が決算書に残っているといった場合もご相談ください。

数万円～50万円位までの小口債権は… ・弁護士への依頼だと費用が合わない
・結果が出るのに1年以上かかる

債権買取サービスでは
消費者金融系の債権回収会社が
貴社の債権を買い取ります。


